
立川市地域公共交通計画について

資料１
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１．地域公共交通計画とは 前回協議会資料１の再掲
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2．立川市地域公共交通計画の位置付け

• 立川市地域公共交通計画は、立川市の公共交通に関するマスタープランであり、
上位計画である立川市第5次長期総合計画や立川市都市計画マスタープランと
連携・整合を図って策定される計画である。

• また、地域公共交通計画の検討にあたり、国や都の方針も確認したうえで検討
を行う。

■上位計画との関連（案）

・立川市第5次長期総合計画基本構想（策定中）
・立川市第5次長期総合計画基本計画（策定中）

・立川市都市計画マスタープラン（改訂中）

立川市地域公共交通計画

立川市における上位計画

【その他の関連計画】

・立川市自転車活用推進計画 ・立川市交通安全計画

・立川市駐車場整備計画 ・立川市環境基本計画 など

連携・整合

連携・整合

公共交通に関するマスタープラン
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3．立川市地域公共交通計画の対象

• 本計画で対象とする地域や移動手段は下記を想定する。

■計画の期間（案）
• 令和８（２０２６）年度～令和12（２０３0）年度

■対象地域（案）
• 立川市全域

■対象移動手段（案）

自家用車 自転車 徒歩

送迎バス
福祉移動

サービス※２

不特定多数の方を対象とした
移動手段・サービス

特定の方を対象とした移動手段・移動サービス

連携・調整

※１ コミュニティ交通：
行政が関与するコミュニティバス・タクシーの他、地域
ボランティアによる支え合い型の交通やラストワンマ
イル交通（オンデマンド交通も含む）等を示す。
※２ 福祉移動サービス：
福祉有償運送やシルバーパス、タクシー券等の外出支
援の施策を示す。

計画における主な対象範囲

鉄道・
モノレール 路線バス タクシー

コミュニティ
交通※１

シェアリング
交通
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